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令和５年４月１０日 

郡市区等医師会長 殿 

一般社団法人大阪府医師会 

 会長 高 井 康 之 

     （公印省略）   

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 

施設基準等に関する臨時的な取扱いについて 

 

日本医師会より、標記に関して、令和５年４月６日付事務連絡で、診療報酬の取扱いが

示されたとの連絡がありました。 

令和５年５月８日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

につきましては、令和５年４月７日付で、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て」により、ご連絡申し上げたところであります。 

今般、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ

て」において示されておりました施設基準等の特例について、令和５年５月８日以降の取

扱いが、添付資料のとおり厚生労働省より示されましたので取り急ぎご連絡申し上げま

す。 

これらの取扱いについては、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等

を検証しながら、必要な見直しが行われ、その上で、令和６年４月の診療報酬・介護報酬

の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行うこととされております。 

なお、本取扱いにおいて、研修要件にかかる取扱いに関する内容が示されており、地域

包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修

につきましては、２年毎の届出が必要とされているものの、新型コロナウイルスの感染拡

大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準

を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である特例が適用され

てきたところであります。当該特例につきましては、今般ご連絡申し上げる厚生労働省保

険局医療課事務連絡発出（令和５年４月６日）から２年を経過した日に終了することとさ

れましたので、地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定にあたりましては、当該事務

連絡発出後、２年の間に所定の研修を受講のうえ、届出を行っていただきますようお願い

申し上げます。 

つきましては、誠にお手数ではございますが、貴会会員へご周知賜りますようお願い  

申し上げます。 

記 
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◇令和５年４月６日付厚生労働省保険局医療課事務連絡 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨

時的な取扱いについて」 

１．定数超過入院の取扱いについて 

(１)「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料

の算定方法について」（平成18年３月23日保医発第0323003号）の第１の２におい

て、保険医療機関が同通知第１の１に規定する病床数を超過して入院させた場合、入

院基本料を減額するものとされているところであるが、新型コロナウイルス感染症患

者（新型コロナウイルス感染症と診断された患者（新型コロナウイルス感染症から回

復した患者を除く。）をいう。以下同じ。）等を受け入れたことにより超過入院とな

った場合においては、当面の間、当該減額措置を適用しないものとすること。 

 

（２）厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 

（令和４年厚生労働省告示第75号）第１項の規定により療養に要する費用の額の算定

を行う病院が同告示第４項第一号に規定する病床数を超過して入院させた場合におい

ては、同告示第１項の規定による算定を行わないものとされているところであるが、

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより超過入院となった場合にお

いては、当面の間、同項の規定による算定を行うものとすること。 

 

（３）（１）及び（２）により定数超過入院した際の入院料の算定については、以下のと

おりとする。 

①原則 

実際に入院した病棟（病室）の入院基本料・特定入院料を算定する。 

②会議室等病棟以外に入院させる場合 

速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療が

行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当

該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。この場合、当該患者の状態に応

じてどのような診療や看護が行われているか確認できるよう、具体的に診療録、看

護記録等に記録すること。 

③医療法上、本来入院できない病棟に入院した場合又は診療報酬上の施設基準の要

件を満たさない患者が入院した場合 

○入院基本料を算定する場合 

入院した病棟の入院基本料を算定する。ただし、結核病棟については、結核病棟 

入院基本料の注３の規定にかかわらず、入院基本料を算定する。 

○特定入院料を算定する場合 
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医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、 

算定する入院基本料を判断すること。 

 

２．施設基準に係る特例について 

（１）施設基準に係る特例の期限について 

施設基準に係る特例については、以下(２)から(７)までのとおりとし、(４)、

(５)及び(７)を除き令和５年９月30日をもって終了する。なお、(２)及び(３)の臨時

的な取り扱いの対象とする保険医療機関及び訪問看護ステーション（以下「対象医療

機関等」という。）は、次のとおりとする。 

ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等 

イ アに該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等（市町村等の要請  

により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。） 

ウ 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等 

※ア～ウに該当する保険医療機関等については、新型コロナウイルス感染症患者

を受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟及び感染し出勤

できない職員が在籍する病棟だけではなく、それ以外の病棟においても、同様

の取扱いとする。なお、ア～ウに該当する期間については、当該期間を含む月

単位で取り扱うこととする。 

 

（２）月平均夜勤時間数等に１割以上の変動があった場合の取扱いについて 

①  新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増

等したこと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職員を

派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染

し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設基準を満た

すことができなくなる保険医療機関については、「基本診療料の施設基準等及びそ

の届出に関する手続きの取扱いについて」（平成30年３月５日保医発0305第２号。

以下、「基本診療料の施設基準通知」という。）の第３の１(１)の規定にかかわら

ず、月平均夜勤時間数については、１割以上の一時的な変動があった場合において

も、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。 

② 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増

等したこと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職員を

派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染

し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基

本診療料の施設基準通知の第３の１(３)及び(４)の規定にかかわらず、１日当たり

勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員という。」）の数、
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看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比

率については、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行

わなくてもよいものとすること。 

③ ①と②の同様の場合、ＤＰＣ対象病院について、「ＤＰＣ制度への参加等の手続き

について」（令和４年３月25日保医発0325第４号）の第１の４(２)②に規定する

「ＤＰＣ対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなく

てもよいものとすること。 

④ ①から③の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、新型コ

ロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこ

と、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣した

こと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤がで

きないことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。 

⑤ ①及び②の場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求められるこ

とは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過

重労働の防止に配慮すべきである。 

 

（３）患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて 

① 対象医療機関等に該当する場合は、平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件

及び手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、基本診

療料の施設基準等通知、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの

取扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第３号。以下「特掲診療料の施設

基準通知」）及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱

いについて」（令和４年３月４日保医発0304第４号）（以下、「施設基準通知等」

という。）における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準

及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。 

② 対象医療機関等において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことによ

り、特定入院料等の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の

患者が入院した場合（例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテー

ションを要する状態ではない患者が入院した場合など）、当該患者を除いて施設基

準の要件を満たすか否を判断する。 

 

（４）対象医療機関等に該当しなくなった後の施設基準の取扱い等について 

①平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件及び直近の一定期間における手術の

実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、当該一定期間に当該

保険医療機関等が対象医療機関等であった月が含まれる場合は、以下ア又はイにより
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算出できることとする。 

ア．対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控

除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間と

する。 

例１：ある年の４月から６月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた

保険医療機関における、当該年の11月時点での「直近１年間の実績」を求める対象

とする期間 

前年

８月 ９月 10月 11月 12月 

当該

年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 

● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 

○：通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月 

★：対象医療機関等に該当するため、実績を求める対象としない月 

●：実績期間から控除した月（★）の代用として、実績を求める対象とする月 

 

イ．対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求め

る対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。 

 

例２：ある年の８月から９月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた

保険医療機関における、当該年の11月時点での「直近３か月の実績」を求める対象

とする期間 

前年

８月 ９月 10月 11月 12月 

当該

年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 

            ■ ■ 〇 

○：通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月 

■：対象医療機関等に該当するため、○の平均値を代用する月 

 

例３：ある年の５月から７月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた

保険医療機関における、当該年の11月時点での「直近１年間の実績」を求める対象

とする期間 

 

前年 

11月 

 

 

12月 

当該

年 

1 月 

 

 

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

 

 

10月 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ■ ■ ■ 〇 〇 〇 

○：通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月 

■：対象医療機関等に該当するため、○の平均値を代用する月 

 

②「ＤＰＣ制度への参加等の手続きについて」（令和２年３月27日保医発0327第６号）

の第１の１（２）④に規定する（データ/病床）比及びＤＰＣ対象病院の機能評価係
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数Ⅱにおける診療実績に基づく指数（効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、救急

医療指数、地域医療指数）の取扱いについて、「対象医療機関等に該当する期間を、

実績を求める期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求

める期間とすることにより算出した場合」、「対象医療機関等に該当する期間の実績

値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除

いた期間の平均値を用いて算出した場合」及び「通常と同様の取扱いをした場合」を

比較して最も高い値を用いる。 

 

（５）研修要件にかかる取扱いについて 

① 再診料の注12地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患

の指導に係る適切な研修について、２年毎の届出が必要とされているが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情に

より、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続

き算定可能である。当該特例については、本事務連絡発出から２年を経過した日に

終了する。 

② 歯科点数表の初診料の注１の施設基準に規定する院内感染防止対策に係る研修につ

いて、４年以内の受講が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準

を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。当該特

例については、令和５年９月30日に終了する。 

 

（６）その他の取扱いについて 

① 月平均夜勤時間数については、同一入院基本料を算定する病棟全体で算出すること

とされているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために月の途中から病

床数又は病棟数を変更した場合、診療報酬上の評価のための当該月における月平均

夜勤時間数を算出することは困難であること、また、令和５年９月30日までの間は

月平均夜勤時間数について１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更

の届出を行わなくてもよいとされていることから、勤務状況等について十分に把握

するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支えない。 

② 新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために特定集中治療室管理料等と同等の

人員配置として令和５年３月31日までに簡易な報告を行った病棟について、ハイケ

アユニット入院医療管理料の施設基準における病床数の上限について、特例的に超

えてもよいものとする。 

③ 回復期リハビリテーション病棟入院料注４イの体制強化加算１について、新型コロ

ナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師に係る要件を満たさな
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くなった場合、直ちに辞退の届出を行う必要はない。ただし、要件を満たしていな

い間、体制強化加算１の算定はできない。 

④ 看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療機

関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウイル

ス感染症患者の受入れ等により休棟になる病棟については、配置要件を満たす必要

はない。なお、病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間の要件につ

いても同様である。 

⑤ 病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務

の直近１か月の実施時間が合算して１週間につき20時間相当に満たない病棟があっ

てはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため病棟

での滞在時間を制限している場合等により施設基準を満たさなくなった場合につい

ては、直ちに変更の届出を行う必要はない。 

 

（７）特例により届出を行わなかった対象医療機関等における報告について 

対象医療機関等が、施設基準等を満たさなくなった場合に特例により届出を行わな

かった場合、令和５年10月における入院基本料及び特定入院料の施設基準に関する状

況について自己点検を行い、令和５年11月17日までに各地方厚生（支）局へ当該点検

結果を報告すること。なお、令和５年４月１日以降に新たに施設基準を届け出た又は

施設基準の変更を行った保険医療機関等、施設基準通知等において毎年７月に報告を

求めている施設基準であって、７月の報告において施設基準を満たしていた保険医療

機関等については届出を省略して差し支えない。 

当該報告において、施設基準を満たしていない保険医療機関等については、速やか

に変更の届出を行うこと。 

また、報告様式については、別途お示しする予定である。 

 

３．初診時の選定療養費の取扱いについて 

① 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「受診・相談センター」等において、

複数の医療機関の案内を受け、その中から患者自身が200床以上の病院であって、外

来対応医療機関である医療機関を選択した場合、初診時の選定療養費の支払いを求

めないことができる、「その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する

必要性を特に認めた患者」に該当する。なお、初診時の選定療養費の支払いを求め

る外来対応医療機関については、自治体のホームページにその旨公表すること。 

② 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者について、都道府県等が設置する「受

診・相談センター」等の案内によらず、患者自身が自治体のホームページを閲覧す

るなどして、200床以上の病院であって、外来対応医療機関である医療機関を受診し
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た場合、初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、「その他、保険医

療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。

なお、初診時の選定療養費の支払いを求める外来対応医療機関については、自治体

のホームページにその旨公表すること。 

 

４．その他の取扱いについて 

（１）臨時の医療施設開設の取扱いについて 

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和

４年３月４日保医発0304第２号）の第２の７において、各月の末月までに基本診療料

の施設基準の要件審査を終え、届出を受理した場合の取扱いに係り、月の最初の開庁

日に要件審査を終えた場合を除き、翌月の１日から当該届出に係る診療報酬を算定す

るとされているところである。新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために

緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場

合においては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分につ

いても当該基本診療料を算定できることとする。 

 

（２）抗ウイルス薬について 

小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等

医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、抗ウイルス剤

（新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。）を処方した

場合については、別途、薬剤料を算定できる。 

 

 

担当事務局：大阪府医師会保険医療課 電話 06-6763-7001 


